令和８年度松前町高齢者配食サービス事業
公募型プロポーザル説明書

　松前町高齢者配食サービス事業公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）の実施は、公告によるものの他、この説明書によるものとする。

１　プロポーザルに付する事業及び仕様
　　令和８年度松前町高齢者配食サービス事業仕様書（以下「仕様書」という。）による。

２　選考委員会の設置
　　事業者の選定を厳正かつ公平に行うために、福祉課長、保健師で構成する選考委員会を置く。

３　参加資格の要件
　　公告の２に掲げるとおり
(1) 参加資格の判断は、サービス提案書の提出時点を基準とする。
(2) 参加資格の確認後、審査結果の決定日までに参加資格要件を欠いた場合は、その者を失格とする場合がある。

４　選考等に係るスケジュール
	[bookmark: _Hlk66021055]事　　項
	月　　日

	1 
	プロポーザル公募期間
	令和８年２月10日から２月27日

	2 
	質問書の提出期限
	令和８年２月20日

	3 
	質問書に対する回答期限
	令和８年２月26日

	4 
	プロポーザル参加申込期限
	令和８年２月27日

	5 
	選考委員会による審査
	令和８年３月３日

	6 
	審査結果の通知
	令和８年３月中旬（予定）

	7 
	業務委託契約の締結
	令和８年４月１日



５　仕様書その他参加条件に関する質問書の受付及び回答
(1) 質問書の提出期間
令和８年２月10日から令和８年２月20日まで
(2) 質問書の提出方法
質問書（様式第２号）により、松前町福祉課へ直接持参又は電子メールで
提出すること。
(3) 回答
質問内容及び回答は、令和８年２月10日から令和８年２月26日までの間、
　　　随時ホームページで公表する。
(4) その他
提出期限後に提出された質問書には、原則回答しない。

６　サービス提案書の提出
(1) サービス提案書の提出期間
令和８年２月10日から令和８年２月27日までの執務時間内
(2) サービス提案書の提出方法
サービス提案書（様式第１号）により、松前町福祉課へ直接持参、郵便又は電子メールにより提出すること。（郵便の場合は提出期間必着のこと。）
(3) その他
①提出したサービス提案書の変更は、原則受け付けない。
②サービス提案者が提案を辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届（様式第５号）を提出すること。

７　評価及び審査
　　提出されたサービス提案書については、公告の３に示す評価基準に基づき、選考委員会が評価し審査を行う。
(1) サービス提案者が１者であっても、選考委員会において、適切な事業の遂行が可能か評価し審査する。
(2) 審査結果は、全てのサービス提案者に対し通知する。
(3) 選考委員会による審査において、配食サービス事業者として適格であると認められるサービス提案者を受託予定者として決定する。
(4) 受託予定者の選考審査結果は、受託予定者選考審査結果通知書により通知する。
(5) サービス提案者は、選考審査結果について異議申立てをすることができない。

８　業務請負契約の締結
(1) 受託予定者と、公告、仕様書、説明書及びサービス提案書の内容に従い契約に関する協議を行い、合意後、契約を締結する。
(2) 契約は、配食サービスで提供する弁当１個当たりの単価契約とする。



９　その他
(1) 提案のために要する費用の一切は、サービス提案者の負担とする。
(2) 事業の遂行のために必要な準備に係る費用は、受託者自らの費用負担により行うこと。
(3) 当該事業に係る契約締結は令和８年４月１日を予定しているが、予算が成立しなかった場合は、予算成立日以後に契約を行うものとする。

10　事務局
松前町保健福祉部福祉課地域包括支援センター係
〒791-3192　愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地
電話089-985-4205（直通）、FAX 089-985-4206
メール 173houkatsu@town.masaki.ehime.jp

